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○
国
土
交
通
省
令
第
百
十
四
号 

航
空
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
五
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
航
空
法
（
昭
和
二

十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
七
十
一
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
一
条
の
六
並
び
に
第
百
三
十
七
条
第
一
項
並
び
に
民
間

の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
十
六
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
航
空
法
施
行
規
則
及
び
民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
七
日 

国
土
交
通
大
臣　

金
子　

恭
之　
　

 

航
空
法
施
行
規
則
及
び
民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令 

（
航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条　

航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
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の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に

掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄

に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

（
空
港
等
の
機
能
の
確
保
に
関
す
る
基
準
） 

（
空
港
等
の
機
能
の
確
保
に
関
す
る
基
準
） 

第
九
十
二
条　

法
第
四
十
七
条
第
一
項
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準

第
九
十
二
条　

法
第
四
十
七
条
第
一
項
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
空
港
等
の
機
能
の
確
保
に

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
空
港
等
の
機
能
の
確
保
に

関
す
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

関
す
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
～
三　

（
略
）

一
～
三　

（
略
）

四　

空
港
に
あ
つ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
指
針
に
従
い
、
地
上
走
行
中

（
新
設
） 

の
航
空
機
又
は
車
両
の
滑
走
路
へ
の
誤
進
入
を
防
止
す
る
た
め
の
施
設
の
維
持

管
理
及
び
改
修
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
誤
進
入
の
防
止
に
関
す
る
飛
行
場
管

制
業
務
を
行
う
機
関
、
航
空
交
通
情
報
の
提
供
に
関
す
る
業
務
を
行
う
機
関
、

航
空
運
送
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
携
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

五
～
十
五　

（
略
）

四
～
十
四　

（
略
）

十
六　

空
港
に
あ
つ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
、
滑
走
路

（
新
設
） 

に
進
入
す
る
車
両
を
使
用
す
る
者
に
対
し
て
、
当
該
車
両
に
位
置
情
報
及
び
識

別
記
号
を
モ
ー
ド
Ｓ
信
号
に
よ
り
自
動
的
に
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
を

装
備
さ
せ
る
こ
と
。

十
七　

空
港
に
あ
つ
て
は
、
滑
走
路
、
誘
導
路
、
エ
プ
ロ
ン
そ
の
他
の
航
空
機
に

（
新
設
）

接
触
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
区
域
と
し
て
空
港
機
能
管
理
規
程
で
指
定
す
る
区
域

に
お
い
て
、
業
務
（
航
空
機
の
使
用
者
又
は
当
該
使
用
者
か
ら
委
託
を
受
け
た

者
（
そ
の
者
か
ら
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含
む
。
）
を
受
け

た
者
を
含
む
。
）
の
需
要
に
応
じ
て
行
う
も
の
に
限
り
、
法
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
航
空
業
務
を
除
く
。
）
を
行
う
者
に
対
し
て
、
事
故
等
（
次
に
掲
げ

る
事
故
又
は
事
態
で
あ
つ
て
、
当
該
区
域
に
お
け
る
当
該
者
に
よ
る
空
港
の
施

設
、
車
両
そ
の
他
の
物
件
の
使
用
そ
の
他
の
行
為
に
よ
り
生
ず
る
も
の
を
い
う

。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
さ
せ

る
と
と
も
に
、
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
行
う
事
故
等
に
関
す

る
調
査
に
協
力
さ
せ
る
こ
と
。 

イ　

法
第
七
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
故 
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ロ　

法
第
七
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
事
態 

ハ　

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
態 

⑴　

人
の
死
傷
又
は
航
空
機
の
損
傷
（
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

。
） 

⑵　

車
両
の
滑
走
路
へ
の
誤
進
入
、
航
空
灯
火
の
機
能
を
損
な
う
事
態
そ
の

他
の
空
港
の
安
全
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
態
（
ロ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

。
）

十
八　

空
港
に
あ
つ
て
は
、
事
故
等
の
防
止
に
関
し
、
前
号
の
業
務
を
行
う
者
そ

（
新
設
）

の
他
の
関
係
者
と
の
間
で
必
要
な
協
議
を
行
う
た
め
、
空
港
の
設
置
者
及
び
当

該
関
係
者
を
構
成
員
と
す
る
協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
。

十
九
～
二
十
一　

（
略
）

十
五
～
十
七　

（
略
）

（
法
第
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
） 

 

第
百
六
十
二
条
の
十
九　

法
第
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

（
新
設
）

要
件
は
、
航
空
機
の
航
行
中
に
管
理
技
能
を
確
実
に
活
用
し
、
及
び
発
揮
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
訓
練
で
あ
つ
て
、
本
邦
航
空
運
送
事
業
者
が
運

航
規
程
に
基
づ
き
行
う
も
の
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
法
第
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
） 

 

第
百
六
十
二
条
の
二
十　

法
第
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

（
新
設
）

期
間
は
、
二
年
と
す
る
。 

２　

技
能
発
揮
訓
練
を
修
了
し
た
こ
と
に
よ
り
、
法
第
七
十
一
条
の
五
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
管
制
圏

操
縦
等
可
能
期
間
」
と
い
う
。
）
が
満
了
す
る
日
の
四
十
五
日
前
か
ら
当
該
管
制

圏
操
縦
等
可
能
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
新
た
に
技
能
発
揮
訓
練
を
修

了
し
た
場
合
は
、
前
項
の
期
間
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
年
に
、
当

該
技
能
発
揮
訓
練
を
修
了
し
た
日
か
ら
当
該
管
制
圏
操
縦
等
可
能
期
間
が
満
了
す

る
日
の
前
日
ま
で
の
日
数
を
加
え
た
期
間
と
す
る
。
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（
法
第
七
十
一
条
の
五
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
危
険
な
事
態
） 

 

第
百
六
十
二
条
の
二
十
一　

法
第
七
十
一
条
の
五
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
危
険
な
事
態
は
、
次
に
掲
げ
る
事
態
と
す
る
。 

一　

滑
走
路
へ
の
誤
進
入 

二　

次
に
掲
げ
る
場
所
か
ら
の
離
陸 

イ　

閉
鎖
中
の
滑
走
路 

ロ　

他
の
航
空
機
等
が
使
用
中
の
滑
走
路 

ハ　

法
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
か
ら
指
示
さ
れ
た

滑
走
路
と
は
異
な
る
滑
走
路 

ニ　

誘
導
路 

三　

前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
場
所
又
は
道
路
そ
の
他
の
航
空
機
が
通
常
着

陸
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
な
い
場
所
へ
の
着
陸 

四　

航
空
機
の
脚
が
下
が
つ
て
い
な
い
状
態
で
の
着
陸 

五　

飛
行
中
に
お
け
る
地
表
面
又
は
水
面
へ
の
衝
突
又
は
接
触 

六　

航
行
中
に
お
け
る
他
の
航
空
機
そ
の
他
の
物
件
へ
の
衝
突
又
は
接
触 

七　

前
各
号
に
掲
げ
る
事
態
に
準
ず
る
事
態

（
法
第
七
十
一
条
の
六
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
） 

 

第
百
六
十
二
条
の
二
十
二　

法
第
七
十
一
条
の
六
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合

（
新
設
）

は
、
第
百
六
十
二
条
の
十
九
に
規
定
す
る
訓
練
を
修
了
し
た
者
が
航
空
運
送
事
業

の
用
に
供
す
る
航
空
機
に
乗
り
組
む
こ
と
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法

に
よ
り
法
第
七
十
一
条
の
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
場
合
と
す
る
。

第
二
百
二
十
一
条
の
六　

法
第
百
十
一
条
の
六
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
輸
送
の

第
二
百
二
十
一
条
の
六　

法
第
百
十
一
条
の
六
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
輸
送
の

安
全
に
関
わ
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 
安
全
に
か
か
わ
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
四　

（
略
）

一
～
四　

（
略
）

（
職
権
の
委
任
） 

（
職
権
の
委
任
） 

第
二
百
四
十
条　

法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
で
次
に
掲

第
二
百
四
十
条　

法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
で
次
に
掲

げ
る
も
の
は
、
地
方
航
空
局
長
に
行
わ
せ
る
。 

げ
る
も
の
は
、
地
方
航
空
局
長
に
行
わ
せ
る
。 
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一
～
三
十
五　

（
略
） 

一
～
三
十
五　

（
略
） 

三
十
六　

法
第
九
十
九
条
の
二
の
登
録
及
び
そ
の
更
新 

三
十
六　

削
除 

三
十
六
の
二　

法
第
九
十
九
条
の
二
（
法
第
九
十
九
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準

（
新
設
） 

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理 

 

三
十
六
の
三　

法
第
九
十
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理 

（
新
設
） 

三
十
六
の
四　

法
第
九
十
九
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理 

（
新
設
） 

三
十
六
の
五　

法
第
九
十
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理 

（
新
設
） 

三
十
六
の
六　

法
第
九
十
九
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理 

（
新
設
） 

三
十
七
～
六
十
五　

（
略
） 

三
十
七
～
六
十
五　

（
略
） 

２　

法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
で
次
に
掲
げ
る
も
の
は

２　

法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
で
次
に
掲
げ
る
も
の
は

、
地
方
航
空
局
長
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

、
地
方
航
空
局
長
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

一
～
六　

（
略
） 

一
～
六　

（
略
） 

六
の
二　

法
第
九
十
九
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
権
限 

（
新
設
） 

六
の
三　

法
第
九
十
九
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
権
限 

（
新
設
） 

六
の
四　

法
第
九
十
九
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
る
権
限 

（
新
設
） 

七
～
九　

（
略
）

七
～
九　

（
略
）

第
二
百
四
十
二
条　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
権
限
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
地

第
二
百
四
十
二
条　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
権
限
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
地

方
航
空
局
長
、
空
港
事
務
所
長
又
は
空
港
出
張
所
長
が
行
う
。 

方
航
空
局
長
、
空
港
事
務
所
長
又
は
空
港
出
張
所
長
が
行
う
。 

一　

第
二
百
四
十
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
、

当
該
事
業
場
、
空
港
等

一　

第
二
百
四
十
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
、

当
該
事
業
場
、
空
港
等

第
三
号
の
二
、
第
五
号
か
ら
第
六
号
の
三
ま
で

、
航
空
保
安
施
設
、
物

第
三
号
の
二
、
第
五
号
か
ら
第
六
号
の
三
ま
で

、
航
空
保
安
施
設
又
は

、
第
九
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
、
第
二
十
一
号

件
又
は
登
録
訓
練
機
関

、
第
九
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
、
第
二
十
一
号

物
件
の
所
在
地
を
管
轄

か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
、
第
三
十
六
号
か
ら
第

の
事
務
所
の
所
在
地
を

か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
、
第
四
十
号
の
二
、
第

区
域
と
す
る
地
方
航
空

三
十
六
号
の
六
ま
で
、
第
四
十
号
の
二
、
第
四

管
轄
区
域
と
す
る
地
方

四
十
五
号
、
第
四
十
六
号
、
第
五
十
三
号
、
第

局
長

十
五
号
、
第
四
十
六
号
、
第
五
十
三
号
、
第
五

航
空
局
長

五
十
四
号
及
び
第
五
十
六
号
の
権
限
並
び
に
同

十
四
号
及
び
第
五
十
六
号
の
権
限
並
び
に
同
項

項
第
六
十
五
号
の
権
限
（
第
二
百
三
十
八
条
の

第
六
十
五
号
の
権
限
（
第
二
百
三
十
八
条
の
表

表
十
の
項
、
十
一
の
項
及
び
十
二
の
項
に
係
る

十
の
項
、
十
一
の
項
及
び
十
二
の
項
に
係
る
届

届
出
の
受
理
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

出
の
受
理
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
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二
～
十
一　

（
略
）

（
略
）

二
～
十
一　

（
略
）

（
略
）
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（
民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条　

民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
国
土
交
通

省
令
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改　

正　

後

改　

正　

前

（
航
空
法
施
行
規
則
の
特
例
等
） 

（
航
空
法
施
行
規
則
の
特
例
等
） 

第
一
条　

（
略
）

第
一
条　

（
略
）

２　

民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

２　

民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
五
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て

十
五
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
四
十
七
条
第
一

準
用
す
る
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
四
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
空
港
等
及
び
航
空
保
安
施
設
の
機
能
の
確
保
に
関
す
る
基
準
に

項
の
規
定
に
よ
る
空
港
等
及
び
航
空
保
安
施
設
の
機
能
の
確
保
に
関
す
る
基
準
に

つ
い
て
は
、
航
空
法
施
行
規
則
第
九
十
二
条
、
第
百
八
条
及
び
第
百
二
十
六
条
の

つ
い
て
は
、
航
空
法
施
行
規
則
第
九
十
二
条
、
第
百
八
条
及
び
第
百
二
十
六
条
の

規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
法
第
四
十
七
条

規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
法
第
四
十
七
条

第
一
項
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

第
一
項
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
七
条
第
一
項
」
と
、
同
令
第
九
十
二
条
第
一
号
中
「
第

と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
七
条
第
一
項
」
と
、
同
令
第
九
十
二
条
第
一
号
中
「
第

一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
第
二
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で

一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
第
二
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で

」
と
、
同
条
第
十
八
号
中
「
空
港
の
設
置
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
、

」
と
、
同
条
第
十
六
号
中
「
空
港
の
設
置
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
、

民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
管
理
空
港
運
営
権
者
（

五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
管
理
空
港
運
営
権
者
（

以
下
「
国
管
理
空
港
運
営
権
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
条
二
十
号
中
「
空
港
の

以
下
「
国
管
理
空
港
運
営
権
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
令
第
百
八
条
第
九
号
中

設
置
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
、
国
管
理
空
港
運
営
権
者
」
と
、
同
令

「
航
空
保
安
無
線
施
設
の
管
理
者
は
、
当
該
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
国
管
理
空
港

第
百
八
条
第
九
号
中
「
航
空
保
安
無
線
施
設
の
管
理
者
は
、
当
該
施
設
」
と
あ
る

運
営
権
者
は
、
航
空
保
安
無
線
施
設
」
と
、
同
令
第
百
二
十
六
条
第
八
号
中
「
航

の
は
「
国
管
理
空
港
運
営
権
者
は
、
航
空
保
安
無
線
施
設
」
と
、
同
令
第
百
二
十

空
灯
火
の
管
理
者
は
、
当
該
灯
火
」
と
あ
る
の
は
「
国
管
理
空
港
運
営
権
者
は
、

六
条
第
八
号
中
「
航
空
灯
火
の
管
理
者
は
、
当
該
灯
火
」
と
あ
る
の
は
「
国
管
理

航
空
灯
火
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

空
港
運
営
権
者
は
、
航
空
灯
火
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
～

　

（
略
）

３
～

　

（
略
）

15

15

（
航
空
法
施
行
規
則
の
特
例
） 
（
航
空
法
施
行
規
則
の
特
例
） 

第
四
条　

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
航
空
法
第
四

第
四
条　

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
航
空
法
第
四

十
七
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
航
空
法
施
行
規
則
第
九
十
二
条
、
第

十
七
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
航
空
法
施
行
規
則
第
九
十
二
条
、
第

百
八
条
及
び
第
百
二
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「

百
八
条
及
び
第
百
二
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「

法
第
四
十
七
条
第
一
項
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

法
第
四
十
七
条
第
一
項
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
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を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
七
条
第
一
項
」
と
、
同
令
第
九
十
二
条

を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
七
条
第
一
項
」
と
、
同
令
第
九
十
二
条

第
一
号
中
「
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
第
二
号
及
び
第
八
号
か
ら

第
一
号
中
「
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
第
二
号
及
び
第
八
号
か
ら

第
十
三
号
ま
で
」
と
、
同
条
第
十
八
号
中
「
空
港
の
設
置
者
」
と
あ
る
の
は
「
空

第
十
三
号
ま
で
」
と
、
同
条
第
十
六
号
中
「
空
港
の
設
置
者
」
と
あ
る
の
は
「
空

港
の
設
置
者
、
民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法

港
の
設
置
者
、
民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
方
管

律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
方
管

理
空
港
運
営
権
者
（
以
下
「
地
方
管
理
空
港
運
営
権
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同

理
空
港
運
営
権
者
（
以
下
「
地
方
管
理
空
港
運
営
権
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同

条
第
二
十
号
中
「
空
港
の
設
置
者
」
と
あ
る
の
は
「
空
港
の
設
置
者
、
地
方
管
理

令
第
百
八
条
第
九
号
中
「
航
空
保
安
無
線
施
設
の
管
理
者
は
、
当
該
施
設
」
と
あ

空
港
運
営
権
者
」
と
、
同
令
第
百
八
条
第
九
号
中
「
航
空
保
安
無
線
施
設
の
管
理

る
の
は
「
地
方
管
理
空
港
運
営
権
者
は
、
航
空
保
安
無
線
施
設
」
と
、
同
令
第
百

者
は
、
当
該
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
管
理
空
港
運
営
権
者
は
、
航
空
保
安
無

二
十
六
条
第
八
号
中
「
航
空
灯
火
の
管
理
者
は
、
当
該
灯
火
」
と
あ
る
の
は
「
地

線
施
設
」
と
、
同
令
第
百
二
十
六
条
第
八
号
中
「
航
空
灯
火
の
管
理
者
は
、
当
該

方
管
理
空
港
運
営
権
者
は
、
航
空
灯
火
」
と
す
る
。 

灯
火
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
管
理
空
港
運
営
権
者
は
、
航
空
灯
火
」
と
す
る
。

２
～
５　

（
略
）

２
～
５　

（
略
）

附　

則 

附　

則 

（
共
用
空
港
特
定
運
営
事
業
に
係
る
航
空
法
施
行
規
則
の
特
例
等
） 

（
共
用
空
港
特
定
運
営
事
業
に
係
る
航
空
法
施
行
規
則
の
特
例
等
） 

第
三
条　

（
略
）

第
三
条　

（
略
）

２　

法
附
則
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
航
空
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規

２　

法
附
則
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
航
空
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
空
港
等
及
び
航
空
保
安
施
設
の
機
能
の
確
保
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て

定
に
よ
る
空
港
等
及
び
航
空
保
安
施
設
の
機
能
の
確
保
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て

は
、
航
空
法
施
行
規
則
第
九
十
二
条
（
第
四
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
六
号
を
除

は
、
航
空
法
施
行
規
則
第
九
十
二
条
（
第
十
号
を
除
く
。
）
、
第
百
八
条
及
び
第

く
。
）
、
第
百
八
条
及
び
第
百
二
十
六
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

百
二
十
六
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「

い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
法
第
四
十
七
条
第
一
項
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
三

法
第
四
十
七
条
第
一
項
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
七
条
第
一

を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
七
条
第
一
項
」
と
、
同
令
第
九
十
二
条

項
」
と
、
同
令
第
九
十
二
条
の
見
出
し
、
同
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
九
号
、
第

の
見
出
し
、
同
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
二
号
（
イ
、

十
号
及
び
第
十
三
号
（
イ
、
ホ
及
び
ヘ
に
限
る
。
）
中
「
空
港
等
」
と
あ
る
の
は

ホ
及
び
ヘ
に
限
る
。
）
中
「
空
港
等
」
と
あ
る
の
は
「
民
間
航
空
専
用
施
設
」
と

「
民
間
航
空
専
用
施
設
」
と
、
同
条
中
「
空
港
等
の
機
能
の
確
保
に
関
す
る
基
準

、
同
条
中
「
空
港
等
の
機
能
の
確
保
に
関
す
る
基
準
は
」
と
あ
る
の
は
「
民
間
の

は
」
と
あ
る
の
は
「
民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す

能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規

律
第
六
十
七
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
民
間
航
空
専
用
施
設

定
す
る
民
間
航
空
専
用
施
設
（
以
下
「
民
間
航
空
専
用
施
設
」
と
い
う
。
）
の
機

（
以
下
「
民
間
航
空
専
用
施
設
」
と
い
う
。
）
の
機
能
の
確
保
に
関
す
る
基
準
は

能
の
確
保
に
関
す
る
基
準
は
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
」
と
あ
る
の

も
の
を
除
く
。
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
八
号
か
ら
第

は
「
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
掲
げ
る
も
の
を
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十
三
号
ま
で
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
か
つ
、
民
間
航
空
専
用
施
設
に
係
る
も
の
に

除
き
、
か
つ
、
民
間
航
空
専
用
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
」
と
、
同
条
第
六
号

限
る
。
」
と
、
同
条
第
七
号
及
び
第
八
号
中
「
そ
の
他
の
空
港
」
と
あ
る
の
は
「

及
び
第
七
号
中
「
そ
の
他
の
空
港
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
他
の
民
間
航
空
専
用
施

そ
の
他
の
民
間
航
空
専
用
施
設
」
と
、
同
条
第
七
号
中
「
空
港
に
あ
つ
て
は
、
法

設
」
と
、
同
条
第
六
号
中
「
空
港
に
あ
つ
て
は
、
法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
（
第

第
百
三
十
二
条
の
八
十
五
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
あ
る

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
（
第

の
は
「
法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
五
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
、
同
条
第
七
号
中
「
空
港
に
あ
つ
て
は
、
法

」
と
、
同
条
第
八
号
中
「
空
港
に
あ
つ
て
は
、
法
第
百
三
十
四
条
の
三
第
一
項
」

第
百
三
十
四
条
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
三
十
四
条
の
三
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
百
三
十
四
条
の
三
第
一
項
」
と
、
同
条
第
十
四
号
及
び
第
十

と
、
同
条
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
中
「
空
港
に
あ
つ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
」

五
号
中
「
空
港
に
あ
つ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣

と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
、
「
空
港
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
共
用

」
と
、
「
空
港
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
共
用
空
港
に
お
い
て
」
と
、
同
条
第

空
港
に
お
い
て
」
と
、
同
条
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
中
「
空
港
に
あ
つ
て
は
、

十
七
号
中
「
空
港
に
あ
つ
て
は
、
滑
走
路
、
誘
導
路
、
エ
プ
ロ
ン
そ
の
他
の
」
と

空
港
」
と
あ
る
の
は
「
民
間
航
空
専
用
施
設
」
と
、
同
条
第
十
六
号
中
「
空
港
の

あ
る
の
は
「
民
間
航
空
専
用
施
設
の
う
ち
、
」
と
、
「
空
港
機
能
管
理
規
程
」
と

設
置
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
、
民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空

あ
る
の
は
「
民
間
航
空
専
用
施
設
機
能
管
理
規
程
」
と
、
「
空
港
の
施
設
」
と
あ

港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
条
に
規
定
す
る
共
用
空
港
運
営
権
者
（

る
の
は
「
民
間
航
空
専
用
施
設
」
と
、
「
滑
走
路
へ
の
」
と
あ
る
の
は
「
エ
プ
ロ

以
下
「
共
用
空
港
運
営
権
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
条
第
十
七
号
中
「
空
港
に

ン
へ
の
」
と
、
「
空
港
の
安
全
」
と
あ
る
の
は
「
民
間
航
空
専
用
施
設
の
安
全
」

あ
つ
て
は
、
前
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
各
号
」
と
、
「
空
港
の
」
と
あ
る
の
は

と
、
同
条
第
十
八
号
中
「
空
港
に
あ
つ
て
は
、
事
故
等
」
と
あ
る
の
は
「
事
故
等

「
民
間
航
空
専
用
施
設
の
」
と
、
同
令
第
百
八
条
の
見
出
し
、
同
条
第
二
号
及
び

」
と
、
「
空
港
の
設
置
者
」
と
あ
る
の
は
「
民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空

第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
規
定
中
「
航
空
保
安
無
線
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
共

港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
条
に
規
定
す
る
共
用
空
港
運
営
権
者
（

用
空
港
航
空
保
安
無
線
施
設
」
と
、
同
条
中
「
航
空
保
安
無
線
施
設
の
機
能
の
確

以
下
「
共
用
空
港
運
営
権
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
条
第
十
九
号
及
び
第
二
十

保
に
関
す
る
基
準
は
」
と
あ
る
の
は
「
共
用
空
港
航
空
保
安
無
線
施
設
（
民
間
の

号
中
「
空
港
に
あ
つ
て
は
、
空
港
」
と
あ
る
の
は
「
民
間
航
空
専
用
施
設
」
と
、

能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項

同
条
第
二
十
号
中
「
空
港
の
設
置
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
、
共
用
空

第
三
号
イ
に
規
定
す
る
共
用
空
港
航
空
保
安
施
設
（
以
下
「
共
用
空
港
航
空
保
安

港
運
営
権
者
」
と
、
同
条
第
二
十
一
号
中
「
空
港
に
あ
つ
て
は
、
前
各
号
」
と
あ

施
設
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
航
空
保
安
無
線
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

る
の
は
「
前
各
号
」
と
、
「
空
港
の
」
と
あ
る
の
は
「
民
間
航
空
専
用
施
設
の
」

て
同
じ
。
）
の
機
能
の
確
保
に
関
す
る
基
準
は
」
と
、
同
条
第
九
号
中
「
航
空
保

と
、
同
令
第
百
八
条
の
見
出
し
、
同
条
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の

安
無
線
施
設
の
管
理
者
は
、
当
該
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
共
用
空
港
運
営
権
者
は

規
定
中
「
航
空
保
安
無
線
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
共
用
空
港
航
空
保
安
無
線
施
設

、
共
用
空
港
航
空
保
安
無
線
施
設
」
と
、
同
令
第
百
二
十
六
条
の
見
出
し
、
同
条

」
と
、
同
条
中
「
航
空
保
安
無
線
施
設
の
機
能
の
確
保
に
関
す
る
基
準
は
」
と
あ

第
二
号
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
、
第
八
号
イ
及
び
第
九
号
中
「
航
空

る
の
は
「
共
用
空
港
航
空
保
安
無
線
施
設
（
民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空

灯
火
」
と
あ
る
の
は
「
共
用
空
港
航
空
灯
火
」
と
、
同
条
中
「
航
空
灯
火
の
機
能

港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
共
用

の
確
保
に
関
す
る
基
準
は
」
と
あ
る
の
は
「
共
用
空
港
航
空
灯
火
（
共
用
空
港
航

空
港
航
空
保
安
施
設
（
以
下
「
共
用
空
港
航
空
保
安
施
設
」
と
い
う
。
）
の
う
ち

空
保
安
施
設
の
う
ち
航
空
灯
火
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
機

航
空
保
安
無
線
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
機
能
の
確
保

能
の
確
保
に
関
す
る
基
準
は
」
と
、
同
条
第
八
号
中
「
航
空
灯
火
の
管
理
者
は
、

に
関
す
る
基
準
は
」
と
、
同
条
第
九
号
中
「
航
空
保
安
無
線
施
設
の
管
理
者
は
、

当
該
灯
火
」
と
あ
る
の
は
「
共
用
空
港
運
営
権
者
は
、
共
用
空
港
航
空
灯
火
」
と
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当
該
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
共
用
空
港
運
営
権
者
は
、
共
用
空
港
航
空
保
安
無
線

、
同
条
第
十
号
中
「
航
空
灯
台
」
と
あ
る
の
は
「
共
用
空
港
航
空
灯
火
の
う
ち
航

施
設
」
と
、
同
令
第
百
二
十
六
条
の
見
出
し
、
同
条
第
二
号
、
第
四
号
か
ら
第
七

空
灯
台
」
と
、
同
条
第
十
一
号
中
「
飛
行
場
灯
火
」
と
あ
る
の
は
「
共
用
空
港
航

号
ま
で
の
規
定
、
第
八
号
イ
及
び
第
九
号
中
「
航
空
灯
火
」
と
あ
る
の
は
「
共
用

空
灯
火
の
う
ち
飛
行
場
灯
火
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

空
港
航
空
灯
火
」
と
、
同
条
中
「
航
空
灯
火
の
機
能
の
確
保
に
関
す
る
基
準
は
」

と
あ
る
の
は
「
共
用
空
港
航
空
灯
火
（
共
用
空
港
航
空
保
安
施
設
の
う
ち
航
空
灯

火
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
機
能
の
確
保
に
関
す
る
基
準
は

」
と
、
同
条
第
八
号
中
「
航
空
灯
火
の
管
理
者
は
、
当
該
灯
火
」
と
あ
る
の
は
「

共
用
空
港
運
営
権
者
は
、
共
用
空
港
航
空
灯
火
」
と
、
同
条
第
十
号
中
「
航
空
灯

台
」
と
あ
る
の
は
「
共
用
空
港
航
空
灯
火
の
う
ち
航
空
灯
台
」
と
、
同
条
第
十
一

号
中
「
飛
行
場
灯
火
」
と
あ
る
の
は
「
共
用
空
港
航
空
灯
火
の
う
ち
飛
行
場
灯
火

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
・
４　

（
略
）

３
・
４　

（
略
）

５　

法
附
則
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
航
空
法
第
四
十
七
条
の
二
の
規
定

５　

法
附
則
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
航
空
法
第
四
十
七
条
の
二
の
規
定

に
よ
る
民
間
航
空
専
用
施
設
機
能
管
理
規
程
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
航
空
法
施
行

に
よ
る
民
間
航
空
専
用
施
設
機
能
管
理
規
程
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
航
空
法
施
行

規
則
第
九
十
二
条
の
四
第
一
項
（
同
項
の
表
空
港
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
の
管

規
則
第
九
十
二
条
の
四
第
一
項
（
同
項
の
表
空
港
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
の
管

理
の
方
法
に
関
す
る
事
項
の
項
第
五
号
イ
、
ハ
、
ニ
及
び
ト
を
除
く
。
）
の
規
定

理
の
方
法
に
関
す
る
事
項
の
項
第
五
号
イ
、
ハ
、
ニ
及
び
ト
を
除
く
。
）
の
規
定

を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
空

を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
空

港
機
能
管
理
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
民
間
航
空
専
用
施
設
機
能
管
理
規
程
」
と
、

港
機
能
管
理
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
民
間
航
空
専
用
施
設
機
能
管
理
規
程
」
と
、

同
条
第
一
項
の
表
空
港
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
の
管
理
の
方
針
に
関
す
る
事
項

同
条
第
一
項
の
表
空
港
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
の
管
理
の
方
針
に
関
す
る
事
項

の
項
、
空
港
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
の
管
理
の
体
制
に
関
す
る
事
項
の
項
及
び

の
項
、
空
港
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
の
管
理
の
体
制
に
関
す
る
事
項
の
項
及
び

空
港
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
の
管
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項
の
項
（
第
五
号
ホ

空
港
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
の
管
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項
の
項
（
第
五
号
ホ

及
び
チ
を
除
く
。
）
中
「
空
港
」
と
あ
る
の
は
「
民
間
航
空
専
用
施
設
」
と
、
同

及
び
チ
を
除
く
。
）
中
「
空
港
」
と
あ
る
の
は
「
民
間
航
空
専
用
施
設
」
と
、
同

表
空
港
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
の
管
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項
の
項
第
四
号
中

表
空
港
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
の
管
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項
の
項
第
四
号
中

「
第
九
十
二
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
二
条
各
号
（
第
四
号
、
第
十
一
号

「
第
九
十
二
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
二
条
各
号
（
第
十
号
を
除
く
。
）

及
び
第
十
六
号
を
除
く
。
）
」
と
、
同
項
第
五
号
ホ
中
「
空
港
の
施
設
」
と
あ
る

」
と
、
同
項
第
五
号
ホ
中
「
空
港
の
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
民
間
航
空
専
用
施
設

の
は
「
民
間
航
空
専
用
施
設
」
と
、
同
号
ヘ
中
「
航
空
保
安
施
設
」
と
あ
る
の
は

」
と
、
同
号
ヘ
中
「
航
空
保
安
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
民
間
の
能
力
を
活
用
し
た

「
民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二

国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定

条
第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
共
用
空
港
航
空
保
安
施
設
」
と
、
同
号
チ
中
「

す
る
共
用
空
港
航
空
保
安
施
設
」
と
、
同
号
チ
中
「
空
港
」
と
あ
る
の
は
「
共
用

空
港
」
と
あ
る
の
は
「
共
用
空
港
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

空
港
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６
～

　

（
略
）

６
～

　

（
略
）

15

15
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（
特
定
地
方
管
理
空
港
に
係
る
航
空
法
施
行
規
則
の
特
例
） 

（
特
定
地
方
管
理
空
港
に
係
る
航
空
法
施
行
規
則
の
特
例
） 

第
七
条　

法
附
則
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
航
空
法

第
七
条　

法
附
則
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
航
空
法

第
四
十
七
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
航
空
法
施
行
規
則
第
九
十
二
条

第
四
十
七
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
航
空
法
施
行
規
則
第
九
十
二
条

、
第
百
八
条
及
び
第
百
二
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

、
第
百
八
条
及
び
第
百
二
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

中
「
法
第
四
十
七
条
第
一
項
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

中
「
法
第
四
十
七
条
第
一
項
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
七
条
第
一
項
」
と
、
同
令
第
九
十

場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
七
条
第
一
項
」
と
、
同
令
第
九
十

二
条
第
一
号
中
「
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
第
二
号
及
び
第
八
号

二
条
第
一
号
中
「
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
第
二
号
及
び
第
八
号

か
ら
第
十
三
号
ま
で
」
と
、
同
条
第
十
八
号
中
「
空
港
の
設
置
者
」
と
あ
る
の
は

か
ら
第
十
三
号
ま
で
」
と
、
同
条
第
十
六
号
中
「
空
港
の
設
置
者
」
と
あ
る
の
は

「
空
港
の
設
置
者
、
民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す

「
空
港
の
設
置
者
、
民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
附
則
第
十
六
条
第
二
項
第
三
号
に

る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
附
則
第
十
六
条
第
二
項
第
三
号
に

規
定
す
る
特
定
地
方
管
理
空
港
運
営
者
（
以
下
「
特
定
地
方
管
理
空
港
運
営
者
」

規
定
す
る
特
定
地
方
管
理
空
港
運
営
者
（
以
下
「
特
定
地
方
管
理
空
港
運
営
者
」

と
い
う
。
）
」
と
、
同
条
第
二
十
号
中
「
空
港
の
設
置
者
」
と
あ
る
の
は
「
空
港

と
い
う
。
）
」
と
、
同
令
第
百
八
条
第
九
号
中
「
航
空
保
安
無
線
施
設
の
管
理
者

の
設
置
者
、
特
定
地
方
管
理
空
港
運
営
者
」
と
、
同
令
第
百
八
条
第
九
号
中
「
航

は
、
当
該
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
地
方
管
理
空
港
運
営
者
は
、
航
空
保
安
無

空
保
安
無
線
施
設
の
管
理
者
は
、
当
該
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
地
方
管
理
空

線
施
設
」
と
、
同
令
第
百
二
十
六
条
第
八
号
中
「
航
空
灯
火
の
管
理
者
は
、
当
該

港
運
営
者
は
、
航
空
保
安
無
線
施
設
」
と
、
同
令
第
百
二
十
六
条
第
八
号
中
「
航

灯
火
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
地
方
管
理
空
港
運
営
者
は
、
航
空
灯
火
」
と
す
る
。 

空
灯
火
の
管
理
者
は
、
当
該
灯
火
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
地
方
管
理
空
港
運
営
者

 

は
、
航
空
灯
火
」
と
す
る
。

２
～
６　

（
略
）

２
～
６　

（
略
）
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附　

則 
（
施
行
期
日
） 

１　

こ
の
省
令
は
、
航
空
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
五
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年

十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
空
港
に
係
る
航
空
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
空
港
等
及
び
航
空

保
安
施
設
の
機
能
の
確
保
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
航
空
法
施
行
規
則
第
九
十
二
条
第
十
六
号
（
改

正
後
の
民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
並
び
に
同
令
第
四
条
及
び
附
則
第
七
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
適
用
し
な
い
。 


